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ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金交付要綱 

 

６公東観コ誘第 1807号 

令和３年 10月 18日制定 

令和４年４月 1日改正 

令和５年４月 1日改正 

令和６年４月１日改正 

令和７年３月 28日改正 

 

（通則） 

第１条 公益財団法人東京観光財団（以下「財団」という。）が実施するＭＩＣＥプロフェッショ

ナル人材育成助成金（以下「助成金」という。）の交付については、この要綱に定めるところ

による。 

 

（目的） 

第２条 この助成金は、都内のＭＩＣＥ関連事業者がその従業員に対し、国際団体等が実施する海

外の育成プログラムに参加又は認定資格を取得させることで世界に通用するＭＩＣＥ人材

を育成し、東京で開催されるＭＩＣＥ誘致を促進することを目的とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。 

１ ＭＩＣＥ 

企業系会議（M: Meeting）、企業の報奨・研修旅行（I: Incentive Travel）、国際会議（C: 

Convention）、展示会・見本市・イベント等（E: Exhibition/Event）の総称をいう。 

  （１）企業系会議（M: Meeting） 

        複数の海外拠点を有する国内外の企業等が、海外から管理者や従業員を都内に集めて

行う会議 

  （２）企業の報奨・研修旅行（I: Incentive Travel） 

複数の海外拠点を有する国内外の企業等が、従業員・代理店の表彰、研修、顧客の招待

等の目的で実施する旅行 

  （３）国際会議（C: Convention） 

        国家機関、国際機関・団体（各国支部を含む）、学術・産業等の団体や協会等が主催又は

後援する会議 

  （４）展示会・見本市・イベント等（E: Exhibition/Event） 

        国家機関、国際機関、団体（各国支部を含む）、学術・産業等の団体や協会等が主催又は

後援する展示会、見本市、イベント等 

２ ＭＩＣＥ関連事業者 

    宿泊事業者、ＰＣＯ※1、ＤＭＣ※2、旅行業者、展示会事業者、会議施設、展示施設、ユ

ニークベニュー施設、エリアマネジメント団体に所属している事業者等 

※1 PCOとは、Professional Congress Organizerの略。会議運営専門会社。 
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※2 DMCとは、Destination Management Companyの略。 

 

（助成対象事業者） 

第４条 助成の交付対象事業者（以下「助成事業者」という。）は次の全ての要件を満たすＭＩＣ

Ｅ関連事業者とする。 

 （１）都内に事業所が存在すること。 

  （２）過去５年間に重大な法令違反がないこと。 

      ※法令違反により罰則を受けた場合や脱税により重加算税が課された場合など 

（３）都税（法人事業税及び法人都民税）の未納付がないこと。 

 （４）政治活動、宗教活動、選挙活動を事業目的とする法人でないこと。 

   （５）東京都暴力団排除条例に規定する暴力団でないこと。法人の代表者、役員又は使用人

その他従業員若しくは構成員に規定する暴力団員又は暴力団関係者に該当するものが

ないこと。 

 

（助成対象受講者） 

第５条 助成の対象となる受講者（以下、「受講者」という。）は、次の全ての要件を満たす者とす

る。 

（１） 第４条に定める事業者が雇用する従業員であること。 

（２） ＭＩＣＥ事業経験が３年以上の者。 

（３） 今後も継続してＭＩＣＥ事業に従事する者。 

    ２  上級管理職（役員を含む部長級以上）は本助成事業の対象外とする。 

 

（助成対象事業） 

第６条 助成対象となる事業は、以下に定めるものとする。 

１ 以下のＭＩＣＥ関連国際団体が海外で実施する総会・研修会、講座等の育成プログラム又

は認定資格であること。受講者が過去に本助成事業によって参加した同一ＭＩＣＥ関連国際

団体が主催する同一の育成プログラム等は、助成対象外とする。また、認定資格については、

育成プログラム等を受講した年度に受験するものに限る。 

（１）International Association of Professional Congress Organizers（ＩＡＰＣＯ） 

（２）International Congress and Convention Association（ＩＣＣＡ） 

（３）Meeting Professionals International（ＭＰＩ） 

（４）Society for Incentive Travel Excellence（ＳＩＴＥ） 

（５）Event Industry Council（ＥＩＣ） 

 (６) Professional Convention Management Association(ＰＣМＡ) 

（７）International Association of Exhibitions and Events(ＩＡＥＥ) 

２ その他、理事長が適当と認める事業。 

 

（助成対象事業の期間） 

第７条 助成対象となる事業は、原則、当該年度の２月末日までに完了するものとする。 
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（助成対象経費） 

第８条 助成対象となる経費は第６条に規定する助成対象事業を実施するために必要な経費のう

ち、助成金の交付対象として必要かつ適当と認める経費（以下「助成対象経費」という。）に

ついて、第９条に規定する助成金を交付する。 

（１）参加・登録費 

（２）受講費 

（３）教材費 

（４）認定資格取得にかかる経費（ただし、認定資格を取得できなかった場合は除く。） 

２ 消費税その他の租税公課及び銀行等の振込手数料は助成対象外とする。 

３ 同育成プログラムの助成対象経費に他団体からの助成がある場合は、当該経費は助成対象

外とする。 

４ 認定資格維持・更新のためにかかる経費は対象外とする。 

５ 助成金の為替レートは、助成対象経費のプログラム提供者への支払日のレートを適用する。 

 

（助成額） 

第９条 助成金額は、同一年度内で同一受講者１名につき 300,000円を上限額とし、申請額または

上限額のいずれか低い額とする。 

２ 前項の規定により算出した助成額のうち 1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。 

３ 交付決定日以降に助成対象事業の参加申込等の手続きをしていること。 

 

（助成金の交付申請） 

第 10条 助成事業者は、「ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金交付申請書」（第 1号様

式）、誓約書（第２号様式）、推薦書（第３号様式）及びその他別表１に定める書類を別途

定める期日までに財団に提出しなければならない。 

  ２ 財団は、必要があると認めるときは、主催者に対し、前項の規定により提出を受けた書

類に追加して、必要な書類の提出について期限を定めて求めることができる。 

３ 助成事業者は、同一年度のプログラム又は資格につき、雇用する従業員を原則１名申請す

ることができる。 

 

（審査） 

第 11条 財団は、助成対象としての適格性等、事業内容を審査するため、「ＭＩＣＥプロフェッシ

ョナル人材育成助成金審査会」（以下、「審査会」という。）を設置し、本事業の予算の枠内

で、助成対象額を決定する。また、別途「ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金審査

要領」を定め、適正に審査を行うこととする。 

 

（助成金の交付決定） 

第 12条 財団は、前条で定める審査会の結果に基づき、助成金額等を決定し、「ＭＩＣＥプロフェ

ッショナル人材育成助成金交付決定通知書」（第４号様式）又は「ＭＩＣＥプロフェッショ

ナル人材育成助成金不交付決定通知書」（第４号様式の２）により助成事業者に通知する。 

２ 財団は、前項における交付決定の通知に際して、助成事業の実施に関して必要な条件を付
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すことができる。 

 

（助成金の内容変更等） 

第 13 条 助成事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに「ＭＩＣＥプロフェ

ッショナル人材育成助成金変更等承認申請書」（第５号様式）を財団に提出し、その承認を

受けなければならない。 

（１）参加又は取得を予定していた助成対象事業の日時、場所、プログラム名又は認定資格

名等を変更する場合 

（２）事業所等の名称、所在地、代表者氏名及び印影に変更があった場合 

（３）助成対象事業を中止する場合 

２ 財団は、前項の承認を行う場合には、「ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金変更

等承認通知書」（第６号様式）により助成事業者に通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第 14 条 助成事業者は、助成事業が完了したときは、速やかに「ＭＩＣＥプロフェッショナル人

材育成助成金実績報告書」（第７号様式）、「助成対象事業報告書」（第８号様式）、「育成プロ

グラム参加証明書又は認定資格取得証明書」（第９号様式）及び別表１に定める書類を財団

に提出しなければならない。 

 

（助成金額の確定） 

第 15条 財団は、前条の規定による実績報告書等を確認した結果、内容が交付決定に適合してい

ると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、「ＭＩＣＥプロフェッショナル人材

育成助成金確定額通知書」（第 10号様式）により助成事業者に速やかに通知する。 

 

（助成金の支出） 

第 16 条 前条の規定による通知を受けた助成事業者は、速やかに「ＭＩＣＥプロフェッショナル

人材育成助成金請求書兼振込依頼書」（第 11号様式）を財団に提出するものとする。 

２ 財団は、前項による助成事業者からの請求により、助成金を支出する。 

 

（決定の取消し） 

第 17 条 財団は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当した場合、助成金の交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき、又は受けようとしたとき。 

（２）助成金を他の用途に使用したとき、又は使用しようとしたとき。 

（３）助成要件を欠いたとき。 

２ 前項の規定は、第 15条の規定により助成金額を確定した後においても適用する。 

 

（助成金の返還） 

第 18 条 財団は、前条の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、助成事業の

当該取消しに係る部分に関し、既に助成事業者に助成金が交付されているときは、期限を
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定めてその返還を命ずる。 

 

（違約加算金及び延滞金） 

第 19条 助成事業者は、第 17条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部が取り消され、前

条の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、当該命令に係る助成金の受領日から納

付日までの日数に応じ、助成金の額（一部を返還した場合のその後の期間において既返還

額を控除した額）につき、年 10.95パーセントの割合で計算した違約加算金（100円未満の

場合を除く。）を納付しなければならない。 

２ 助成事業者は、助成金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなか

ったときは、納期日の翌日から納付日までの日数に応じ、その未納額につき年 10.95パー

セントの割合で計算した延滞金（100円未満の場合を除く。）を納付しなければならない。 

３ 前２項の規定による年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当た

りの割合とする。 

 

（違約加算金及び延滞金の基礎となる額の計算） 

第 20 条 前条第 1 項の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、助成事業者の納

付した金額が返還を命じた助成金額に達するまでは、その納付金額は、まず返還を命じた

助成金の額に充てるものとする。 

２ 前条第２項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた助成金の未納

付額の一部が納付されたときは、当該納付日の翌日以降の期間に係る延滞金の基礎となる

未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。 

 

（助成金の経理等） 

第 21条 助成事業者は、助成事業に係る経理についてその収支の事実を明確にした書類を整理し、

かつ、これらの書類を助成事業が完了した日の属する会計年度終了後５年間保存しなけれ

ばならない。 

 

（検査等） 

第 22 条 財団は、助成事業者に対し助成事業の実施状況及び助成金に係る帳簿書類の検査をし、

又は報告を求めることができる。 

２ 財団は、助成事業中及び完了後においても、助成事業者の事業所その他必要な場所に立ち

入り、当該助成事業に係る管理状況その他必要な調査を行うことができる。 

 

（助成事業の公表と成果の発表） 

第 23条 財団は、助成事業者の名称・代表者氏名、所在地、電話番号、業種、交付年度、助成金額

を公表することができる。 

２ 財団は、必要があると認めるときは、助成事業の成果を公表し、また助成事業者に発表さ

せることができるものとする。 

 

（個人情報の保護） 
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第 24条 提出された書類等に含まれる個人情報の取扱いにあたっては、「個人情報の保護に関 

する法律」、「東京都個人情報の保護に関する条例」及びその他の関係法令に基づいて管

理する。 

 

 

（非常災害等の場合の措置） 

第 25 条 非常災害等により、補助事業の遂行が困難となった場合の措置については、理事長

が指示するところによる。 

 

（東京都との情報共有） 

第 26条 本事業を円滑に実施するにあたり、必要に応じて、東京都と情報を共有することとする 

 

（その他） 

第 27 条 財団と助成事業者は本要綱に疑義が生じた場合及び定めのない事項については、その都

度、協議の上、対応を決定する。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年 10月 18日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 
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別表１ 

ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金必要書類 

１ 交付申請 

（１）ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金交付申請書（第１号様式） 

（２）実施計画書（第１号様式別紙１-１、別紙１-２） 

（３）誓約書（第２号様式） 

（４）推薦書（第３号様式）  

※ 上司が推薦すること 

（５）納税証明書 

（６）会社案内等パンフレット   

※ 会社の概要（社歴等）がわかるもの 

（７）育成プログラム又は認定資格の開催通知又は受講案内 

   ※ 主催者の概要、コース名、日時、実施する場所、内容、参加・登録費、受講費、教材費及

び認定資格費が明記されたもの 

（８）その他理事長が必要と認める書類 

 

２ 変更があった場合 

（１）ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金変更等承認申請書（第５号様式） 

（２）変更計画書（第５号様式別紙１-１、別紙１-２） 

（３）変更前の実施計画書（第１号様式別紙１-１、別紙１-２）の写し 

（４）変更後の内容が記載された書類（受講又は認定資格の案内等） 

 

３ 実績報告 

（１）ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金実績報告書（第７号様式） 

（２）助成対象事業報告書（第８号様式） 

（３）育成プログラム参加証明書又は認定資格取得証明書（第９号様式） 

   ※ 参加したセッション・セミナー等の育成プログラム出席確認証や名札（写）等出席した

ことを証明する書類を添付すること。 

   ※ 認定資格については取得した証明書等 

（４）実施場所で配布していたパンフレット及び資料等 

   ※ コース名、日時、実施する場所、又は認定資格取得内容等が明記されたもの 

※ 英語を除く外国語で記載されている書類は日本語に訳した書類を添付すること 

（５）経費の支払いを確認できる資料（領収書、振込通知書等） 

※ 参加・登録費、教材費については通貨レートが分かる資料を添付すること 

（６）その他理事長が必要と認める書類 

 
４ 助成金請求 

（１）ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金請求書兼振込依頼書（第 11号様式） 
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第１号様式（第 10条関係） 

                                令和  年  月  日 

公益財団法人東京観光財団 

理事長           殿 

 

法人所在地 

法 人 名 

代表者職・氏名 

 

 

 

ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金交付申請書 

 

 

 

ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金の交付を下記のとおり申請します。  

 なお、本助成金に関して、当方が貴財団に提出する一切の書類について、貴財団と東京都にお

いて情報共有することに同意します。 

 

 

記  

 

 

１ 育成プログラム又は認定資格名                              

 

２ 助成事業の概要等   

実施計画書（別紙１－１、別紙１―２）のとおり 

 

３ 交付申請額（上限額３０万円）             円 

 

４ 育成プログラム又は認定資格取得終了予定年月日 令和  年  月  日 

 

≪添付書類≫   ※提出する書類の□に✔を入れてください。 

□ 実施計画書（別紙 1―1、別紙１－２） 

□ 誓約書（第２号様式） 

□ 推薦書（第３号様式） ※上司の方が推薦してください。 

□ 納税証明書 

□ 会社案内等パンフレット※会社の概要（社歴等）がわかるもの 

□ 開催通知又は受講案内（育成プログラム又は認定資格） 
  ※主催者の概要、コース名、日時、実施する場所、内容、参加・登録費、受講費、教材費及び認定資格取得費が明記されたもの  

□ その他理事長が必要と認める書類 
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別紙１－１（第１号様式に添付） 

実施計画書 

 

（１）実施計画詳細 

受 講 者 

法人名 

所属部署 

職・氏名 

ＭＩＣＥ業務経験        年 

育成プログラム 

又は認定資格名 
 

育成プログラムの主催

者又は認定資格の発行

者 

名 称 

所在地 

ＵＲＬ 

電 話 

代表者職・氏名 

育成プログラムの主催

者又は認定資格の発行

者の概要 

 

 

 

育成プログラム又は認

定資格の概要 

実施時期  年  月  日 ～    年  月  日 

実施場所（国、所在地） 

会場名 

概 要 

 

 

事務担当者連絡先 

所在地 

法人名 

所属部署 

職・氏名 

電 話 

メールアドレス 

 

（２）スケジュール： 

   年  月  日 ××育成プログラムに参加 

年  月  日 〇〇育成プログラムに参加 

年  月  日 〇×認定資格受験 

年  月  日 〇×認定資格を取得 
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別紙１―２（第１号様式に添付） 

 

交付申請額 

対象経費 内   訳 金 額 備 考 

参加・登録費 

受講費 

参加・登録費、受講費     ×      円 

レート          １   ＝    円 
 

 

教 材 費 
教材費            ×      円 

レート          １   ＝    円 
 

 

認定資格取得

費 

認定資格取得費        ×      円 

レート          １   ＝    円 
 

 

   
 

合 計 額   
 

➀ 

上 限 額  300,000 
 

② 

交付申請額   
➀又は②のう

ち低い額 

※合計額は合計の１,000 円未満切り捨て  ※税抜きの金額を記入してください。 
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第２号様式（第 10条関係） 

 

誓  約  書 

 

公益財団法人東京観光財団  

理事長        殿  

 

 

ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金（以下「助成金」という。）の交付申請を行うに当た

り、以下の事項について、いずれも相違ないことを誓約します。 

この誓約に違反又は相違があり、要綱 17条の規定により助成金の交付の決定の取消しを受けた場

合において、要綱第 18条の規定に基づき助成金の返還を命じられたときは、これに異議なく応じ

ることを誓約いたします。 

 

□ 要綱第４条及び第５条で定める要件に抵触しないこと 

 

□ 理事長が必要と認めた場合には、要綱第４条の（５）で定める暴力団員等であるか否かの確

認のため、警視庁へ照会がなされることに同意いたします。  

 

□ 育成プログラムに参加又は認定資格を取得する者は雇用している従業員です。 

 

□ 公益財団法人東京観光財団に申請した育成プログラムの経費を国、他の地方公共団体及び民

間団体等の助成金に対して二重に申請しておらず、今後も申請する予定はありません。 

 

令和  年  月  日 

 

法人所在地 

 

               

              法  人  名 

 

 

                            代表者職・氏名 

 

 

 

 

※この誓約書における「暴力団関係者」とは、以下の者をいう。  

 ・ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する法人等に所属する者  

 ・ 暴力団員を雇用している者  

  ・ 暴力団又は暴力団員を不当に利用していると認められる者  

  ・ 暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる者  

  ・ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

 

印 
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第３号様式（第 10条関係）    

推  薦  書 

 公益財団法人東京観光財団 理事長 殿   

      

フリガナ   

受講者氏

名 
  

法 人 名   

所属部署・

役職 
  

育成プログ

ラムの参加

方法 

□リアル参加    □オンライン参加 

認定資格受

験予定 
□あり       □なし 

 

（経歴） 

年 月 所属部署 業務内容 年数 
ＭＩＣＥ関係 

該当箇所に☑ 

          
□あり 

□なし 

          
□あり 

□なし 

          
□あり 

□なし 

          
□あり 

□なし 

          
□あり 

□なし 

    ＭＩＣＥ業務経験（通算）     
経験３年 

以上必須 

            

※枠が足りない場合、追加してください。   

※業務内容には、過去３年程度で主担当した会議、MICE案件等の実績も明記ください。 
      

  



 

13 

 

応募理由 

育成プログラムに参加、又は認定資格を取得することにより何を学び、東京へのＭＩＣＥ誘致の促

進にどのように活用するか等事業効果についてご記入ください。 

  

※ここまでは受講者が記入してください。   

      

推薦理由 

上司の方は、なぜ上記職員を育成プログラムに参加、又は認定資格を取得させるのか、その事によ

り、東京のＭＩＣＥ誘致の促進にどのような効果をもたらすのか等ご記入ください。 

また、参加した育成プログラム等で得た知識やノウハウを職場内でどのように継承していくのか予

定されている具体的な手法も併せてご記入ください。 

 

      

 令和  年  月  日    

 上記経歴に間違いありません。    

 また、上記職員はＭＩＣＥ業務の経歴が３年以上で今後も継続してＭＩＣＥ業務に従事 

 する者であり、海外の育成プログラム参加又は認定資格を取得するに相応しい人物であるため

推薦いたします。 

      

      

  所属部署    

  役職名・氏名 印   

※上司の方が推薦してください。 

※参加申込等の手続きを行う原則１か月以上前の書類提出日以前の日付で作成してください。 
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第４号様式（第 12条関係） 

  文 書 番 号 

令和  年  月  日 

法人所在地 

法 人 名 

代表者職・氏名          殿 

公益財団法人東京観光財団 

理事長             

 

 

ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金交付決定通知書 

 

 

令和  年  月  日付で申請のあったＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金につい

ては、下記のとおり交付決定致します。 

 

 

記 

 

 

１ 育成プログラム又は認定資格名 

 

 

２ 交付決定額               円 

  



 

 

第４号様式の２（第 12条関係） 

文 書 番 号 

令和  年  月  日 

法人所在地 

法 人 名 

代表者職・氏名          殿 

 

公益財団法人東京観光財団 

理事長           

 

 

 

 

ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金不交付決定通知書 

 

 

 

 

 令和  年  月  日付で申請のあったＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金については、

下記の理由により交付しないことが決定しましたので通知致します。 

 

 

 

記 

 

 

 

１ 育成プログラム又は認定資格名 

 

 

２ 理   由

  



 

 

第５号様式（第 13条関係） 

令和  年  月  日 

 

公益財団法人東京観光財団 

 理事長        殿 

 

 

法人所在地 
  

法 人 名 
 
代表者職・氏名 
  

 

 

 

ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金変更等承認申請書 
 

 

 

令和  年  月  日付    第  号で交付決定を受けたＭＩＣＥプロフェッショナル

人材育成助成金交付申請書の内容を下記のとおり変更しますので申請いたします。  

 

 

 

記  

 

 

１ 育成プログラム又は認定資格名 

 

２ 変 更 年 月 日        令和  年  月  日 

 

３ 変 更 理 由 

 

 

４ 変更前の事項・内容 

 

 

５ 変更後の事項・内容 

 

≪添付書類≫   ※提出する書類の□に✔を入れてください。 
□ 変更計画書（別紙１―１、別紙１－２） 

□ 変更前の実施計画書（別紙 1―１、別紙１―２）の写し 

□ 変更後の内容が記載された書類（受講案内又は認定資格の案内等）

  

  

印 



 

 

別紙１―１（第５号様式に添付） 

変更計画書 

 

（１）変更計画詳細         ※変更箇所は赤字で記載してください。 

受 講 者 

法人名 

所属部署 

職・氏名 

ＭＩＣＥ業務経験        年 

育成プログラム又は認

定資格名 
 

育成プログラムの主催

者又は認定資格の発行

者 

名 称 

所在地 

ＵＲＬ 

電 話 

代表者職・氏名 

育成プログラムの主催

者又は認定資格の発行

者の概要 

 

 

育成プログラム又は認

定資格の概要 

実施時期  年  月  日 ～    年  月  日 

実施場所（国、所在地） 

会場名 

概 要 

 

 

事務担当者連絡先 

所在地 

法人名 

所属部署 

職・氏名 

電 話 

メールアドレス 

 

（２）スケジュール： 

   年  月  日 ××育成プログラムに参加 

年  月  日 〇〇育成プログラムに参加 

年  月  日 〇×認定資格受験 

年  月  日 〇×認定資格を取得 

  



 

 

別紙１－２（第５号様式に添付） 

 

変更申請額 

対象経費 内   訳 金 額 備 考 

参加・登録費 

受講費 

参加・登録費、受講費      ×     円 

レート         １   ＝     円 
  

教 材 費 
教材費             ×     円 

レート         １   ＝     円 
  

認定資格取得

費 

認 定 資 格 取 得 費           ×      

円 

レート          １   ＝    円 

  

    

合 計 額   ➀ 

上 限 額  300,000 ② 

変更申請額   
➀又は② 

の低い額 

合計額は合計の１,000 円未満切り捨て  ※税抜きの金額を記入してください。

  



 

 

第６号様式（第 13条関係） 

 

文 書 番 号 

令和  年  月  日 

 

 殿 

 

公益財団法人東京観光財団 

理事長           

 

 

 

 

ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金変更等承認通知書 
 

 

 

 

 

令和  年  月  日付で申請のあったＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金に係る

内容の変更について、下記のとおり承認します。 

 

 

 

記 

 

 

 

１ 変更する育成プログラム又は認定資格名 

 

 

２ 変更する事業の内容等  

  令和  年  月  日付ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金変更等承認申請書の

とおりとします。  

 

 

３ 変更後の交付決定額                    円 

  



 

 

第７号様式（第 14条関係） 

令和  年  月  日 

公益財団法人東京観光財団 

理事長         殿 

法人所在地 

申請法人名 

代表者職・氏名 

 

ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金実績報告書 

 

令和  年  月  日付    第  号で交付決定を受けたＭＩＣＥプロフェッショナル人材育

成助成金に係る育成プログラムの受講又は認定資格の取得が完了したため、下記のとおり報告します。 

 

記 

１ 育成プログラム又は認定資格名 

 

２ 実績報告額                         円  

 

３ 実績報告額内訳 

対象経費 内   訳 金 額 備 考 

参加・登録費 

受講費 

参加・登録費、受講費    ×     円 

レート        １   ＝    円 
 

 

教 材 費 
教材費           ×     円 

レート        １   ＝    円 
 

 

認定資格 

取得費 

認定資格取得費       ×      円 

レート        １   ＝    円 
 

 

   
 

合 計 額   
① 

交付決定額   
② 

実績報告額   
① 又は② 

の低い額 

※ 合計額は、合計の 1,000 円未満端数切り捨て  ※ 税抜きの金額を記入してください。 

≪添付書類≫   ※提出する書類の□に✔を入れてください。 

□ 助成対象事業報告書(第８号様式） 

□ 育成プログラム参加証明書又は認定資格取得証明書（第９号様式） 
※参加したセッション・セミナー等の育成プログラム出席確認証や名札（写）等、出席したことを証明する書類又は

取得したことを証明する書類を添付すること 

□ 実施場所で配布していたパンフレット及び資料等 
  ※コース名、日時、実施する場所、又は認定資格取得内容等が明記されたもの 

※英語を除く外国語で記載されている書類は日本語に訳した書類を添付すること  

□ 経費の支払いを確認できる資料（領収書、振込通知書等） 
※振込等を行った日の為替レートが分かる資料も添付すること。 

※振込手数料は対象外 
□ その他理事長が必要と認める書類

第８号様式（第 14条関係） 

令和  年  月  日 

 

  



 

 

 公益財団法人東京観光財団 

 理事長         殿 

 

法 人 名 

所属部署 

職・氏名            印 

 

助成対象事業報告書 
 

 受講した海外の育成プログラム又は取得した認定資格につき、下記のとおりご報

告します。 

 

記 

１ 育成プログラム又は認定資格名   

 

２ 実施場所（国、所在地） 

 

３ 会 場 名 

 

４ スケジュール 

 

５ 育成プログラム又は認定資格詳細 

日  付 内  容 

  月  日（ ） 

・（セッション・セミナー等育成プログラム又は認定資格名） 

【内容詳細】 

 

  月  日（ ） 

・（セッション・セミナー等育成プログラム又は認定資格名） 

【内容詳細】 

 

  月  日（ ） 

（セッション・セミナー等育成プログラム又は認定資格名） 

【内容詳細】 

 

月  日（ ） 

・（セッション・セミナー等育成プログラム又は認定資格名） 

【内容詳細】 

 

 

月  日（ ） 

・（セッション・セミナー等育成プログラム又は認定資格名） 

【内容詳細】 

 

 

  月  日（ ） 

・（セッション・セミナー等育成プログラム又は認定資格名） 

【内容詳細】 

 

 

※ 枠が足りない場合は増やしてください。 

 



 

 

６ 成果等（育成プログラムに参加又は認定資格を取得することにより何を学び、東京への MICE

誘致の促進にどのように活用するか等につき、自らの組織内における知識やスキル向上に資する

具体的な知見の共有方法などと併せて記載してください。） 

※枠が足りない場合は増やしてください。 

７ 写真（参加したセッション・セミナー等育成プログラム又は認定資格名ごとに自身と育成プ

ログラム又は認定資格名が写っている写真を日付を添えて原則１枚以上） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

第９号様式（第 14条関係） 

 

育成プログラム参加証明書又は認定資格取得証明書 

 

 公益財団法人東京観光財団  

理事長         殿 

 

 

所属部署・職名  

受講者名  

育成プログラム又は認

定資格名 
 

参加又は取得期間      年  月  日 ～   年  月  日 

 

 

  令和  年   月   日 

  上記従業員は上記期間、申請しました育成プログラムに参加又は認定資格を取得した

ことを証明いたします。 

 

 

                    法人名 

所属部署 

職・氏名               印                                             

※ 上司の方が証明してください。 

※ 育成プログラムの出席確認証や参加したセッション・セミナー等の出席確認証、名札（写）等、又は認

定資格取得したことを証明する書類を添付すること。 

  



 

 

第 10号様式（第 15条関係） 

 

文 書 番 号 

令和  年  月  日 

 

 

法人所在地 

法 人 名 

代表者職・氏名          殿 

 

 

公益財団法人東京観光財団 

理事長            

 

 

 

ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金確定額通知書 
 

 

 

令和  年  月  日付    第  号で交付決定したＭＩＣＥプロフェッショナル人材

育成助成金については、令和  年  月  日付で提出された実績報告書を審査した結果、当

該助成金の交付決定の内容に適合するものと認められますので、その額を下記のとおり確定しま

す。 

 

 

 

 

記 

 

 

 

 

１ 育成プログラム又は認定資格名 

 

 

２ 助成金確定額                        円 

 

  



 

 

第 11号様式（第 16条関係） 

                         令和   年  月  日 

公益財団法人東京観光財団 

 理事長           殿 

法人所在地 
  

法人名 
  

代表者職・氏名 
  

 

ＭＩＣＥプロフェッショナル人材育成助成金請求書兼振込依頼書 

 

 

令和  年  月  日付    第  号で助成金額の確定があったＭＩＣＥプロフェッシ

ョナル人材育成助成金について、下記のとおり請求します。  

つきましては、下記の口座にお振込みいただきますよう、お願い申し上げます。 

 なお、お振込と同時に当方において助成金を受領したものと認めます。 

 
記 

 

１ 請求金額                   円 

 

２ 振込先口座情報 

 

（担当者） 
 

法人名：  

所属：  

住所：  

電話番号：  

FAX 番号：  

担当者名：  

 

フリガナ  

氏名 又は 名称  

振込口座 

             銀行               支店 

銀行コード 支店コード 

（ 普通 / 当座 ）口座番号        

フリガナ 

口座名義   

法人番号  

 

  


